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自分の健診
結果から
生活を見直し、
健康を守りましょう

　

健
診
は
、
自
分
の
か
ら
だ
の
状
態
を

確
認
す
る
た
め
に
受
け
て
も
ら
っ
て
い

ま
す
。

　

多
久
市
で
は
、
特
定
健
診
対
象
者
の

約
半
数
（
56
・
１
％
）
の
人
に
受
け
て

も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
多
久
市

の
現
状
を
示
し
た
の
が
、
左
の
表
で
す
。

　
「
高
血
圧
」
の
Ⅱ
度
以
上
や
「
高
血
糖
」

H
b
A
1
c
６・５
以
上
の
該
当
者
が
県
内

で
も
多
く
、
市
の
健
康
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
高
血
圧
Ⅱ
度
以
上
の
85
人
は
、
健
診
結
果

説
明
後
、
食
事
で
「
減
塩
」
に
取
り
組
ん
だ

り
、自
宅
で
血
圧
を
測
る
よ
う
に
さ
れ
た
り
、

治
療
を
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

高
血
糖
（
H
b
A
1
c
7・０
以
上
）
の

１
１
１
人
は
、
食
事
の
量
や
食
べ
方
、
食
べ

る
時
間
な
ど
を
見
直
さ
れ
る
な
ど
、
治
療
を

始
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
健
診
を
受
け
た
ら
、
自
分
の
結
果
か
ら
、

次
の
よ
う
に
取
り
組
み
、
生
活
習
慣
病
を
予

防
し
ま
し
ょ
う
。

① 

自
ら
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
保
有
の
状
態

を
理
解
す
る
。

② 

そ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
ど
う
な
る
か
、
ど

の
生
活
習
慣
を
改
善
す
れ
ば
、
リ
ス
ク
が

減
ら
せ
る
か
理
解
す
る
。

③ 

ど
の
よ
う
に
生
活
習
慣
の
改
善
を
す
る

か
、
そ
の
方
法
が
わ
か
る
の
で
、
自
分
で

選
択
し
取
り
組
む
。

　
健
診
は
、
自
分
の
身
体
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

の
機
会
で
す
。
自
分
の
健
康
は
自
分
で
守
る

た
め
に
健
診
を
受
け
て
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
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内臓脂肪を
減らして、
健康を

手に入れよう

平
成
27
年
中
の
所
得
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

　
正
確
な
国
保
税
の
計
算
の
た
め
に
は
、
所
得
の
申
告
が
必
要
で
す
。

◆
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
み

な
さ
ん
、所
得
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

　
平
成
28
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
（
国

保
税
）
を
６
月
に
通
知
し
ま
す
。

　
国
保
税
は
、
世
帯
内
の
国
保
加
入
者
全

員
の
平
成
27
年
中
の
所
得
や
人
数
を
基
に

計
算
し
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
世
帯
内
の
国
保
加
入
者
の

中
に
一
人
で
も
未
申
告
の
人
が
あ
る
と
、

国
保
税
の
正
確
な
計
算
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
申
告
が
お
済
み
で
な
い
人
は
、
早
急
に

申
告
を
お
願
い
し
ま
す
！

　
申
告
に
つ
い
て
は
、
市
民
生
活
課
保
険

年
金
係
、
ま
た
は
税
務
課
へ
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◆
早
急
に
申
告
を
し
な
い
と
ど
う
な
る
？

　
国
保
税
の
算
定
に
は
、
世
帯
の
総
所
得

情
報
が
必
要
な
た
め
、

　
①
軽
減
判
定
が
で
き
な
い

　
② 
年
度
途
中
で
申
告
す
る
と
年
度
途
中

に
税
額
が
変
更
さ
れ
る

　
な
ど
の
デ
メ
リ
ッ
ト
が
生
じ
ま
す
。

◆
ど
の
よ
う
な
場
合
に
申
告
が
必
要
？

　
18
歳
以
上
の
人
で
、
家
族
の
税
扶
養
に

入
っ
て
お
ら
ず
、
市
役
所
に
給
与
情
報
や
年

金
情
報
が
な
い
場
合
に
は
申
告
が
必
要
で
す

（
所
得
が
な
い
場
合
も
申
告
が
必
要
で
す
）。

◆
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
を
受
給
し
て
い

る
が
、
申
告
が
必
要
？

　
必
要
で
す
。
非
課
税
年
金
を
受
給
し
て

い
る
こ
と
を
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
家
族
の
税
被
扶
養
者
は
申
告
が
必
要
？

　
所
得
が
な
い
場
合
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
所
得
が
あ
り
、
そ
の
所
得
に
つ

い
て
事
業
所
等
か
ら
市
役
所
へ
報
告
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
必
要
で
す
。

高血圧 糖尿病
Ⅱ度以上 HbA１c値（NGSP）

１60/１00以上
6.5以上

再掲）7.0以上
順位 市町村名 人数 割合 順位 市町村名 人数 割合 順位 市町村名 人数 割合
１ 太良町 ８5 7.９% １ 上峰町 ９８ １5.４% １ 上峰町 5３ ８.３%
２ 上峰町 ４３ 6.7% ２ 吉野ヶ里町 １２１ １１.４% ２ 多久市 １１１ 5.８%
３ みやき町 ９0 5.5% ３ 大町町 ４３ １0.９% ３ 吉野ヶ里町 6１ 5.7%
４ 小城市 １３８ 5.0% ４ 武雄市 ３４5 １0.９% ４ 大町町 ２２ 5.6%
5 武雄市 １60 5.0% 5 多久市 ２00 １0.5% 5 武雄市 １7２ 5.４%
6 基山町 57 5.0% 6 鳥栖市 ３7８ １0.４% 6 みやき町 ８7 5.３%
7 伊万里市 １60 ４.5% 7 嬉野市 ２0８ １0.３% 7 佐賀市 5２0 ４.９%
８ 大町町 １7 ４.３% ８ 玄海町 67 １0.２% ８ 鳥栖市 １7３ ４.８%
９ 多久市 ８5 ４.２% ９ みやき町 １67 １0.２% ９ 嬉野市 ９１ ４.5%

県計 ２，１１0 ４.0% １0 佐賀市 １，0８5 １0.２% １0 有田町 １05 ４.5%
１0 有田町 ９0 ３.８% 県計 5，１３８ ９.８% 県計 ２，３6１ ４.5%

平成26年度特定健診結果からわかる市民の健康課題


